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開  会   午前９時００分 

○議長（谷口 整） おはようございます。 

  急遽、全員協議会を本日招集いたしましたところ、早朝から皆さんにはお集まりをい

ただきまして、ありがとうございます。 

  ２人の議員がちょっとまだお見えになっていないんですけれども、定足数に達してお

りますので、全員協議会を直ちに開会いたします。 

  本日の会議は、配付をいたしております日程により進めさせていただきます。 

  これより議事に入ります。 

  日程第１、令和３年第２回臨時会提出議案についてを議題といたします。 

  当局より説明を求めます。 

  西谷町長。 

○町長（西谷信夫） 皆さん、改めまして、おはようございます。 

  本日は、急遽、全員協議会を開催していただきまして、誠にありがとうございます。 

  令和３年第２回臨時会の提出議案について、ご報告を申し上げたいというふうに思い

ます。 

  議案第６２号から議案第６４号までの町職員及び町特別職に係る給与条例、議会議員

の皆様の報酬に係る条例改正の３議案について、本日開会いただく令和３年第２回臨時

会において提案させていただく予定をしておりましたが、このうち、議案第６２号、宇

治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、取

下げをさせていただきたく、ここにお願いを申し上げる次第でございます。 

  本町では、これまで人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定、すなわち給与法の改

正に合わせて本町職員の給与改定を行ってまいりました。 

  こうした中、本町におきましては、令和３年８月１０日の人事院勧告を受けた給与法

改正案が１１月中に国会に提出される見込みであるとして、議会の皆様のご理解をいた

だく中、議員を含む期末手当支給割合の減額改正３議案について、去る１１月１１日に

開催いただきました議会運営委員会において臨時会でのご審議をお願い申し上げたとこ

ろでございます。 

  しかしながら、国においては、先般の特別国会には提出されず、１１月中の法改正は

事実上不可能な状況となってまいりました。 

  こうした状況を受けまして、各議案に関する対応を検討いたしました結果、人事院勧

告を尊重したいと考えますが、このうち町職員の給与条例改正につきましては、通常、
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労使交渉における妥結が必要でありますものの、現段階において協議を行うまでに至っ

ていないことから、議案第６２号につきましては提案を見送りさせていただき、今後の

国の状況等が明らかになった時点で、改めて提案を申し上げたいというふうに思ってお

るところでございます。 

  なお、第６３号及び第６４号議案につきましては、当初の予定どおり提案をさせてい

ただきたく、その結果、取下げ議案１件により、他の４議案を１号ずつ繰り上げ、条例

関係２議案、人事関係２議案の計４議案をご提案申し上げたいと存じますので、議員の

皆様には非常にご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございませんが、ご理解を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。本当に申し訳ございませんが、よろしくお

願いいたします。 

○議長（谷口 整） 今、町長のほうから職員の給与改定に伴う予定議案を今日の議会運

営委員会で取り下げたいということの提案がございました。 

  前回、全員協議会の場で議員の条例改正の分、皆さんと協議をさせていただきました。

そのときと前提条件が変わりましたんで、改めて、今日、皆さんに協議をさせていただ

きたいと。一応予定議案では、これ、議員の分も上がっておりますけれども、やはり議

員に係る部分ですんで、改めて今日この場で確認をさせていただいて、それで、９時半

からの議会運営委員会に臨むということの設定でございます。 

  今、職員の分については取り下げると。特別職については、予定どおり人事院勧告に

基づいて提案をしたいということですんで、議員についても、特に町と歩調を合わすと

いうことはないんですけれども、町のほうが特別職の分について提案されるということ

ですんで、先ほど申しましたように、改めて皆さんのご意見を伺いたいということでご

ざいます。 

  それぞれ皆さんからご意見等を出していただきたいなと思いますけれども、いかがで

しょうか。特にないでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） そしたら、特にないようですんで、前回と同じく議員についても今

回提案をしていただくということで、皆さんのご了解を得たというふうにさせていただ

きたいと思います。 

  それでは、特にほかになければ、これで全員協議会は終了したいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 
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○議長（谷口 整） これで全員協議会を終了いたします。 

  また、９時半から議会運営委員会が開催をされますので、委員の方は出席をお願いい

たします。 

閉  会   午前９時０７分 
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